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【 別 添 １ 】 夜 間 銃 猟 を す る 際 の 安 全 確 保 に 関 す る 技 能 の 要 件 の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧 対 照 表 
○ 夜 間 銃 猟 を す る 際 の 安 全 確 保 に 関 す る 技 能 の 要 件 （ 平 成 二 十 七 年 五 月 環 境 省 告 示 第 八 十 六 号 ） （ 抄 ） 

改  正  後 改  正  前 

鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 十 九 条 の

五 第 一 項 第 二 号 の 環 境 大 臣 が 告 示 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 す る こ と と す る 。 

一 射 撃 場 に お け る 五 回 以 上 の 射 撃 に お い て 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 範 囲

（ ラ イ フ ル 銃 に あ っ て は 次 の イ に 掲 げ る 範 囲 ） に 全 て 命 中 さ せ る 技 能 又

は こ れ と 同 等 の 技 能 を 有 す る こ と 。 な お 、 射 撃 線 か ら 標 的 ま で の 距 離 は

五 十 メ ー ト ル と し 、 射 撃 姿 勢 （ 銃 身 を 架 台 、 土 の う 等 に 依 託 す る 場 合 を

含 む 。 ） は 問 わ な い 。 

イ 標 的 の 中 心 か ら 二 ・ 五 セ ン チ メ ー ト ル 

ロ 標 的 の 中 心 か ら 五 ・ 〇 セ ン チ メ ー ト ル 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 

鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 十 九 条 の

五 第 一 項 第 二 号 の 環 境 大 臣 が 告 示 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 す る こ と と す る 。 

一 射 撃 場 に お け る 五 回 以 上 の 射 撃 に お い て 、 標 的 の 中 心 か ら 二 ・ 五 セ ン

チ メ ー ト ル の 範 囲 に 全 て 命 中 さ せ る 技 能 又 は こ れ と 同 等 の 技 能 を 有 す る

こ と 。 な お 、 射 撃 線 か ら 標 的 ま で の 距 離 は 五 十 メ ー ト ル と し 、 射 撃 姿 勢

（ 銃 身 を 架 台 、 土 の う 等 に 依 託 す る 場 合 を 含 む 。 ） は 問 わ な い 。 

 

（ 新 規 ） 

（ 新 規 ） 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 

 


